
大阪教育合同労働組合

睦学園支部ニュース
2008年02月20日　創刊号

発　行　　大阪教育合同労働組合
発行人　　山下 恒生　　瀧本 眞一
連絡先　　大阪市中央区北浜東1-17
　　　　　　日本ワードデータビル 8F
電話　06-4793-0633                  FAX　06-4793-0644 
E-mail  info@ewaosaka.org      http:/www.ewaosaka.org

大阪教育合同労働組合睦学園支部結成
　2008年01月21日に、大阪教育合同労働組合（山下恒生執行委員長）の睦学園支部が結成

され、互選により支部長に瀧本眞一（兵庫大学・経済情報学部・教授）が選出されました。

　即日、内容証明にて渡辺東睦学園理事長に支部結成を通知するとともに、第1回の団交を

申し込みました。

第1回団交実施　理事側 回答不能に

問われる人権感覚・手続き正当性
崩壊する大学運営会議の存在正当性

　2008年02月05日(火)18時よ

り兵庫大学内で第1回の団体交

渉が行なわれ、組合側が通知し

た要求事項3項目(注1)に関して

話し合いが行なわれました。

　組合側は、本部からは山下

恒生執行委員長など2名が、支

部からは池本廣希組合員(兵庫

大学・経済情報学部・教授)、

M.FOX組合員(兵庫大学・短期

大学部・准教授)など5名の組合

員が出席し、理事側からは、

森田法人事務局長事務取扱、笹

倉総務担当副学長、副島学生セ

ンター事務部長、藤井総務課主

査の4名が出席しました。

　組合側から「理事が一名も

出席していないことは問題で

ある」との指摘がなされ、理

事側から「理事長より全面的

委任を受けている」旨の回答

がありました。組合側から、

委任された権限に関して質問

がなされましたが、以後の議

論の中で理事側は答えに窮す

る場面が度々ありました。組

合側は、今後は理事が出席す

るように求めました。

　第3要求事項の「労働組合法

をはじめとした労働諸法令を遵

守すること。」に関しては、理

事方は異議なく了承しました。

　第一要求事項の「組合員の

労働条件の変更については、

事前に組合と十分協議し、組

合の同意を得てから実施する

こと。」に関しては、理事側

は難色を示しました。組合側

は「理事側は組合との良好な

関係構築を考えているのか」

との旨の質問をし、第1要求事

項を含めての労使関係のあり

方に関して、第2回団交以後も

継続して交渉することとなり

ました。

　

　つぎに第2要求項目の「岡本

洋之組合員、金子哲組合員への

調査委員会による事情聴取(注2)

について、当人たちから出され

た質問(注3)に団交の場で答える

こと。」に関して交渉が行なわ

れました。

 　理事側から大学運営会議が

設置した調査委員会が事情聴取

をするとした「事案」が不十分

ながら具体的に示されましたが

、その中で驚くべき杜撰さが露

呈しました。大学運営会議は調

査委員会が示した懲戒の可能性

ありとする「事案」のごく一部

しか議論しておらず、単に両名

に対する調査委員会の設置を決

定しただけであり、「事案」は

調査委員会が盛り込んだ、とい

う事実です。すなわち、事実に

より調査委員会を設置したので

はなく、「属人的」に設置した

のです。組合側から、人権侵害

である、との抗議がなされまし

た。

杜撰な懲戒手続

問われる
　　人権意識

（裏面へ続く）

理事の出席皆無


